
環境影響評価書（補正案）について

資料３



1３．環境影響評価書（補正案）について

対応する
国交大臣
意見番号

評価書の
該当項補正内容補正事項項目

9
（各論）3-26

都市計画決定権者の対応より、
温室効果ガス等に係る環境保全への配慮事項
を追記

環境保全への配慮事項
の追加

第3章
事業の目的及び内容

第3章第3節 3.3 環境保全への配慮事項 赤字：追記箇所

（中略）



2３．環境影響評価書（補正案）について

対応する
国交大臣
意見番号

評価書の
該当項補正内容補正事項項目

4
（各論）

11-1-27都市計画決定権者の対応より、
建設機械の稼働に係る大気質・騒音の影響が十分
に低減できないと判断された場合に、必要な環境保
全措置を講じることを追記。

【評価の結果】
回避又は低減に係る評価
への追記

第11章第1節1.1
大気質
(建設機械の稼働)

11-2-18
第11章第2節2.1
騒音
(建設機械の稼働)

第11章第1節 1.1 建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

赤字：追記箇所

第11章第2節 2.1建設機械の稼働に係る騒音

赤字：追記箇所

（中略）

（中略）



対応する
国交大臣
意見番号

評価書の
該当項補正内容補正事項項目

5
（各論）11-2-85

都市計画決定権者の対応より、自動車の走行に
係る騒音の影響が十分に低減できないと判断され
た場合に、必要な措置を講じることを追記。

【評価の結果】
回避又は低減に係る評価
への追記

第11章第2節2.3
騒音(自動車の走行)

第11章第2節 2.3 自動車の走行に係る騒音

赤字：追記箇所

3３．環境影響評価書（補正案）について



対応する
国交大臣
意見番号

評価書の
該当項補正内容補正事項項目

6
（各論）

11-2-72
11-2-73

都市計画決定権者の対応より、遮音壁の設置
区間、種類、設計に関する方針と設置後の管理
について追記。

【環境保全措置の検討】
環境保全措置（遮音壁の
設置）の実施内容の追記

第11章第2節2.3
騒音(自動車の走行)

第11章第2節 2.3 自動車の走行に係る騒音 赤字：追記箇所

4３．環境影響評価書（補正案）について

（中略）

（中略）



対応する
国交大臣
意見番号

評価書の
該当項補正内容補正事項項目

7・8
（各論）

11-13-4
11-13-6

都市計画決定権者の対応より、下記内容を追記。
・建設発生土の利用・処分の流れを適切に把握する旨
・工事着手前にできる限り廃棄物の処理方法及び処理先を
決定する旨

【環境保全措置の検討】
環境保全措置の実施内
容の追記

第11章第13節
廃棄物等

赤字：追記箇所

第11章第13節 廃棄物等

5３．環境影響評価書（補正案）について

（中略）

（中略）



対応する
国交大臣
意見番号

評価書の
該当項補正内容補正事項項目

1・2・3
（総論）13-1

都市計画決定権者の対応より、下記を追記。
・環境保全措置の具体化
・地域住民等への丁寧な説明
・調査、予測及び評価の再実施

総合評価の追記第13章 総合評価

第13章 環境影響評価の総合的な評価 赤字：追記箇所

6３．環境影響評価書（補正案）について

（中略）



評価書の
該当項補正理由補正内容項目章

P16-1他法第26条第2項国土交通大臣意見及び都市計画同意権者意見とそれに
対する都市計画決定権者の対応の追加

評価書についての国土交通大臣意見
及び都市計画同意権者意見とそれに対
する都市計画決定権者の対応

16

P17-2-1他省令第35条評価書（補正前）から評価書への修正事項の追加準備書の記載事項の修正内容17

7３．環境影響評価書（補正案）について

（法令等に基づく補正事項）

・今回の補正により、予測及び評価結果に修正は無い。


